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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本暖炉ストーブ協会

（JFSA），一般社団法人日本ペレットストーブ工業会（PSJ）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）か

ら，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経

て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
 
 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

日本産業規格          JIS 
 S 3051：2026 
 

家庭用木質バイオマス燃料燃焼機器の試験方法 
Test methods for residential solid biofuel burning appliances 

 

1 適用範囲 

この規格は，薪又は木質ペレットを燃料とする，主として一般家庭用の暖房に用いる木質バイオマス燃

料燃焼機器（以下，機器という。）の熱効率，熱出力及び消費電力を測定するための試験方法について規定

する。 

ただし，壁付暖炉（築炉），燃焼室に扉を備えていない機器及びボイラーを備えた機器は適用対象としな

い。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格のうち，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その

後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）

を適用する。 

JIS C 1102-2 直動式指示電気計器－第 2 部：電流計及び電圧計に対する要求事項 

JAS 0030 木質ペレット燃料 

ISO 16948:2015，Solid biofuels－Determination of total content of carbon, hydrogen and nitrogen 

ISO 17225-2:2021，Solid biofuels－Fuel specifications and classes－Part 2: Graded wood pellets 

ISO 17225-5:2021，Solid biofuels－Fuel specifications and classes－Part 5: Graded firewood 

ISO 18125:2017，Solid biofuels－Determination of calorific value 

ISO 18134-2:2024，Solid biofuels－Determination of moisture content－Part 2: Simplified method 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1 
サイクル期間 

データ測定の対象となる期間 

注釈 1 試験燃料を補給してから，薪の場合は 7.1.1 に規定するベーシックファイヤーベッドの質量に

到達するまでの最短期間，木質ペレットの場合は製造業者が指定する期間をいう。 


